
「森林環境に関する新たな課税」について
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は じ め に

、 、 、奈良県法定外税懇話会は 地方分権が推進される中で 今後分権型社会の実現のため

地方自治体の課税自主権の活用がますます重要となっていることに鑑み、各委員がそれ

ぞれの専門的立場から議論を行い、幅広い意見を提供することにより、本県にふさわし

い法定外税等新税の検討及び具体化の推進を目的として、平成１４年４月に設置された

ものである。

、 、平成１４年１１月には 循環型社会の構築に向けた一層の取組が求められている中で

産業廃棄物の排出抑制等を目的とした税制について検討結果を取りまとめ、知事に答申

し、本年４月から産業廃棄物税として導入されたところである。

今回の検討テーマである「森林環境に関する新たな課税」については、本県が緑豊か

、 、な森林に恵まれている一方で 近年森林の荒廃が全国的にも問題となっていることから

平成１５年５月からこれを新たな検討項目として取り上げ、奈良県において、森林環境

、を保全するために新たな税制度を導入する必要性やこれに関しての様々な課題について

検討を行ってきた。

検討に当たっては、新たな課税に対する県民アンケート調査や各種意見交換会での幅

広い意見等も踏まえながら、慎重に検討を進めて来たところであるが、この度、以下の

とおり検討内容を取りまとめたので報告を行う。

平成１６年１１月２６日

奈良県法定外税懇話会

座 長 南 川 諦 弘
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１ 奈良県の森林の現状等について

（１）森林の概要

① 森林の位置

本県の森林は、日本一の多雨地帯である紀伊半島のほぼ中央に位置し、近畿の主

要河川の重要な水源地帯となっている。流域単位では、北部の大和川・淀川水系、

中部の紀ノ川水系、南部の新宮川・北山川水系に分かれている。

（図表１： 奈良県の森林と人口 ）「 」

ha県土面積 ３６万９千
ha森林面積 ２８万４千
â森林蓄積（民有林）６，４００万

ha平均蓄積（民有林） ２３７ ／â
（以上平成１６年４月現在）

人 口 １４４万３千人
（平成１２年国勢調査より）

② 森林資源の内容

森林面積は県土面積３６９千ｈａの７７％を占めている。また、森林面積のうち

９５％を占める２７０千ｈａが民有林となっており、その６２％がスギ・ヒノキ等

の人工林となっている。

特に、紀ノ川水系上流地域（川上村・黒滝村・東吉野村）は「吉野林業地域」と

呼ばれ、わが国有数の集約的施業による優良材生産地となっている。

（図表２： 森林面積 ）「 」

（参考）奈良県の森林資源の全国平均との対比
・林野率（県土面積に占める森林面積の割合） ７７％ （全国第 ６位）
・１ｈａ当たりの森林蓄積量（民有林） ２３７ （全国第 ５位）â
・人工林率（民有林面積に占める人工林面積の割合） ６２％ （全国第 ７位）
・林業産出額（林産物の生産額） ８０億円（全国第１９位）

大和・木津川森林計画区

吉野森林計画区

北山・十津川森林計画区

地域面積　１３４千ha(37)

森林面積　　６９千ha(24)

人口　　　　1,346千人(93)

地域面積　　８３千ha(22)

森林面積　　６９千ha(24)

人口　　　　８６千人(6) 吉野
林業地域

大和川

紀ノ川

北山川

新宮川

地域面積　　１５２千ha(41)

森林面積　　１４7千ha(52)

人口　　　　１１千人(1)

（　）内、構成比

森林面積

２８４千ha

民有林

２７０千ha

(95%)

国有林

１３．５千ha

(5%)

天然林

その他

１０３千ha

(38%)

人工林

１６８千ha

(62%)

※森林計画区：全国４４の主要河川の流域を都道府県で分けた区域で、森林の管理・

　　　　　　　　　    経営について計画する単位である。全国に１５８の森林計画区がある。
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（２）森林の持つ多様な公益的機能

森林は、木材等の林産物の供給のみならず、下記のとおり、県土の保全、水源のか

ん養、公衆の保健等の多様な公益的機能を有しており、県民生活と深くかかわってい

る。

、 、「 」（ ． ）また 県が実施したアンケート調査においても とても関心がある ４４ ０％

及び「多少関心がある （４９．２％）を合わせると９３．２％となっており、県民の」

高い関心を集めている。

（参考 「森林環境に関する新たな課税」に関するアンケート調査結果）

問１ 森林環境に関心を持っておられますか （一つを選んで下さい ）。 。
回答数（ 構 成 比 ）

１ とても関心がある。 ７６２（ ４４．０％） 小 計
２ 多少関心がある。 ８５３（ ４９．２％） ９３．２％
３ あまり関心がない。 １００（ ５．８％）
４ 全く関心がない。 ４（ ０．２％）

無回答 １４（ ０．８％）
計 １７３３（１００．０％）,

① 県土の保全機能

森林は、樹木の根によって土壌を保持するとともに、地表を覆う落葉やかん木、

草等により、降雨などによる土砂の崩壊や流出を防止している。

② 水源かん養機能

森林は、地表の落葉と地中の根系の活動によって、雨水が土壌に浸透しやすいこ

とにより水の貯留能力を増大させ、雨水等の河川への流出を平準化させている。ま

た、その流出の過程で水質を浄化している。

③ 保健休養機能

森林は、森林浴、ハイキング、キャンプ等のレクリエーション等の場を提供する

ことなどにより、人に安らぎを与え、心の緊張を和らげる機能を果たしている。

④ 自然環境の保全機能

森林は、野生動植物の生息・生育の場となることにより、生物種、生態系等を保

全し、自然環境を健全に保つ機能を果たしている。

⑤ 地球温暖化防止機能

森林は、地球温暖化の原因となる大気中の二酸化炭素を光合成により吸収し、幹

や根などに有機物として貯蔵することにより、地球温暖化の防止に重要な役割を果

たしている。
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なお、森林の有する多様な公益的機能の年間評価額について、林野庁の試算方法に

よると、貨幣換算が可能な機能だけでも全国では７４兆９，９００億円、奈良県では

８，３６５億円の評価に値するとされている。

（参考 「森林の公益的機能の評価額（年間 」 平成１２年９月林野庁） ）

機 能 の 種 類 全 国 の 評 価 額 奈 良 県 の 評 価 額

２８兆２，６００億円 ３ ６１４億円国 土砂流出防止 ，
土

８兆４，４００億円 ９５３億円の 土砂崩壊防止
保機

３６兆７，０００億円 ４，５６７億円全能 計

８兆７ ４００億円 ６２９億円水 降 水 の 貯 留 ，
源

５兆５ ７００億円 １ ０９８億円か 洪 水 の 防 止 ， ，
ん

１２兆８，１００億円 ７９７億円養 水 質 の 浄 化
機

２７兆１，２００億円 ２ ５２４億円能 計 ，

２兆２ ５００億円 ２６６億円保 健 休 養 機 能 ，

３兆７ ８００億円 ４２７億円自然環境の保全機能 ，

１兆２ ４００億円 １４０億円地 二酸化炭素吸収 ，
球防

３兆９ ０００億円 ４４１億円温止 酸 素 供 給 ，
暖機

５兆１ ４００億円 ５８１億円化能 計 ，

７４兆９ ９００億円 ８ ３６５億円合 計 ， ，

（注）評価額算出方法等については参考資料１参照

（参考 「森林環境に関する新たな課税」に関するアンケート調査結果）

問２ 森林は木材等の生産以外に、どのような役割を果たしていると思われますか （複数回答可）。
（ ）回 答 数 選 択 率

１ 雨水を貯蔵することにより、河川への流出を平準化し、その過程で水質を浄化する役割
， （ ． ）１ ３２７ ７６ ６％

、 ， （ ． ）２ 樹木が根を張り巡らすことなどにより 土砂の崩壊や流出を防止する役割 １ ３９４ ８０ ４％
３ 森林浴、ハイキング、キャンプ等の場の提供により、人にやすらぎと休養を与える役割

， （ ． ）１ ０９１ ６３ ０％
、 ， （ ． ）４ 野生動植物に生息・生育の場を提供することにより 自然環境を保全する役割 １ １６５ ６２ ７％

、 ， （ ． ）５ 光合成による二酸化炭素の吸収により 地球温暖化を防止する役割 １ ２５８ ７２ ６％
（ ． ）６ その他 ３０ １ ７％

計 （延 べ）６，２６５
（純 計）１，７３３

（３）森林の整備状況

古くからスギ・ヒノキを中心とした植林が行われ、本県の森林面積２８４千ｈａの
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うち、約６割を占める１６８千ｈａが人工林となっているが、造林面積は年々減少し

ている。

人工林の林齢構成についてみると、その約６割が保育・間伐を要する４５年生以下

の育成段階にある。

しかしながら、住宅建築様式の多様化や林業後継者の減少など、林業経営を巡る厳

しい状況の下で、間伐等の保育作業が十分に行われなくなっており、森林の荒廃が進

行している。

（図表３： 人工林林齢級別構成 ） 平成１６年４月１日現在「 」

（注）齢級：林齢を５年ごとに、１～５年生までを１齢級、６～１０年生までを２齢級、以下同様に３齢
級、４齢級等と称している。

（図表４： 間伐実施面積の推移 ）「 」

（注）平成１０年における間伐面積の増は、平成１０年の台風７号による森林災害に伴い行われたもので
ある。
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（図表５： 造林面積の推移 ）「 」

（注）平成１２年前後における造林面積の増は、平成１０年の台風７号による森林災害を復旧するために
行われたものである。

（図表６： 素材生産量等の推移 ）「 」

（図表７： 林業就業者数の推移 ）「 」
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林 政 課 調 べ

Ｈ

〔平成１２年国勢調査〕

Ｓ５０ ５５ ６０ Ｈ２ ７ １２
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（図表８： 林業就業者年齢構成 ）「 」

（４）森林を守るための新たな対応

森林の荒廃状況を具体的に見ると、スギ・ヒノキの人工林では、間伐等の適切な整

備がなされていないため、下草が生えていない森林が増加しており、また落葉広葉樹

の里山林でも、竹林の拡大や常緑樹の侵入による植生の変化が生じつつある。

このような状況に対応して、森林環境を保全していくためには、今後、次のような

新たな取組が必要となっている。

① 自然との共生をめざして

本県の人口集中地域である、大和平野周辺に分布している落葉広葉樹を主体とし

た里山林は、生物の多様性が高く、都市住民にとって身近に接することのできる自

然環境であることから、これらを整備し、従来の里山の生態系の回復を図るととも

に、レクリエーションや環境学習の場として活用することにより、自然と共生する

社会づくりを推進する必要がある。

また、学校教育や生涯学習の面からも、環境保全意識の啓発等幅広く森林環境教

育を推進していく必要がある。

② 森林の多面的な機能発揮をめざして

山間地域を中心として造成されてきたスギ・ヒノキを主体とする人工林では、放

置森林の増加に伴う森林の持つ公益的機能の低下により、山地災害の発生など、地

域住民の日常生活に支障が生じることも危惧されていることから、森林所有者に対

する森林整備に向けた意識啓発や、公的な整備手法の導入等により、間伐をはじめ

とする森林の整備を早急に行い、森林が有する諸機能の維持・増進を図る必要があ

る。

２ 「森林環境に関する新たな課税」導入の意義と基本的考え方等について

〔平 成 １ ２ 年  国 勢 調 査〕



- 8 -

（１） 「森林環境に関する新たな課税」導入の意義等

① 導入の意義

本県の森林は 「吉野林業」に代表される優良材の生産地として、わが国有数の集、

約的施業によりきめ細やかな管理が行われ、その結果として長い歴史の中で育み守

られてきたものである。そして、その大部分が民有林であるとは言え、この豊かな

森林が持つ多様な公益的機能により、県民は暮らしの中で多様な恵みを享受してい

る。

一方で、近年の森林を取り巻く状況を見ると、住宅建築様式の多様化や林業後継

者の減少等に伴い、間伐等の森林整備が十分に行われなくなっている。このように

森林の荒廃が進みつつある中にあって、今後様々な影響が懸念されており（参考資

料２「森林の荒廃による影響」参照 、本県の森林の大部分を占める民有林に関して）

も森林が持つ多様な公益的機能の維持・増進を図り、これを将来に伝えるための新

たな方策が求められている。

このような状況を踏まえると、森林環境を県民全体が守るべき貴重な環境資源と

捉え、課税自主権の活用の観点から「森林環境に関する新たな課税」を導入するこ

とは、従来からの林業振興施策に加え、この税収を活用した新たな施策の展開を可

能とするほか、導入に当たっての議論や新たな施策への取組を通じて県民意識の一

層の高まりも期待され、本県の特色である恵まれた森林環境の保全に向けた有効な

方策であると考えられる。

② 関連する課題

ア 新たな財源の必要性

県の林業関係事業としては、これまでも森林の造成・管理や林道整備、林業の

担い手の育成、林業機械化の推進等を厳しい財政状況の下でも精一杯実施してき

たところであるが、森林の荒廃の現状から、新たな森林環境を保全するための施

策を行うためには、国・地方を通じ財政状況が一層厳しくなる中、県として新た

な財源を求めざるを得ない状況となっている。

なお、この新たな税制度の導入に際し県民の理解を得るためには、引き続き行

財政改革の一層の推進に向け、最大限の取組を行う必要がある。

イ 県の独自課税による課税権の範囲

森林の持つ公益的機能の一部には、本県のみに止まらず広域的にその効果を及

ぼすものがある。

しかしながら 「森林環境に関する新たな課税」については、近年の森林の荒廃、

、 、等を踏まえ 森林環境を県民全体が守るべき貴重な環境資源であるとの認識の下

県内の森林が有する多様な公益的機能全体の維持・増進を図るため、県が自主的

・主体的に新たな取組をしようとするものである。

この場合、森林の公益的機能の及ぶ範囲を踏まえた上で、法定外税にせよ超過

課税にせよ県独自の課税を考えると、その課税権の及ぶ範囲を他府県まで想定す

るのは困難と考えられる。
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このような点も踏まえて、新たな税制度を導入するかを自らの判断で決するこ

、 、 、とが 今 地方分権の推進の中で各地方団体に対し求められているところであり

、 、県が実施したアンケート調査によると 森林を守るための新たな税の導入に対し

「賛成 （１７．４％ 「税負担の程度によっては賛成 （２３．４％）及び「使」 ）、 」

いみちによっては賛成 （４５．９％）を合わせた賛成意見は８６．７％となって」

いる。

（参考 「森林環境に関する新たな課税」に関するアンケート調査結果）

問４ 森林を守るために新しい税をつくることについて、どう思われますか （一つを選んで下さい ）。 。
回答数（ 構 成 比 ）

１ 賛成である。 ３０１（ １７．４％）
２ 税負担の程度によっては賛成である。 ４０５（ ２３．４％） 小計 ８６．７％
３ 使いみちによっては賛成である。 ７９５（ ４５．９％）
４ 反対である。 １０６（ ６．１％）
５ どちらとも言えない。 ９７（ ５．６％）
６ その他 ２５（ １．４％）

無回答 ４（ ０．２％）
計 １７３３（１００．０％ ）,

（２） 「森林環境に関する新たな課税」の基本的考え方

① 目的

「森林環境に関する新たな課税」を導入することにより、この税収を活用して、

多様な公益的機能を有する森林を県民全体の環境資源として保全するための新たな

取組を推進する。

② 税負担者

先に見たとおり、森林は県民全体に対し幅広い公益的機能を果たしていることか

ら、このような受益と負担の関係を考慮すると税負担者も幅広く捉え、県民全体と

することを基本とすべきである。また、このことは森林環境保全への県民意識の醸

成にも資するものと考えられる。

また、税負担水準については、森林からの受益に応じて課税する仕組みを基本と

すべきであるが、これを量的に把握することは困難である。

したがって、森林の幅広い恩恵は県民全体に及ぶものであり、この恩恵を今後と

も持続的に受けることができるよう、県民全体が森林環境を保全するための負担を

分かち合うとの考え方から、その負担を一定にするとともに、所得水準等により実

質的な税負担が過大なものにならないよう配慮することが望ましい。

なお、森林の公益的機能のうち、水源かん養機能に着目し、水道等の使用者を税

負担者とする考え方があるが、森林機能の多様性の観点や、地下水、河川水等の利

水者との税負担の公平性の観点から、県民理解を得ることは困難と考えられる。ま

た、水道等の使用者を税負担者とする場合は、その料金に上乗せして徴収する方法

によらざるを得ないが、これに伴い水道等の使用者負担を一層引き上げる結果にな

ることや、生活保護世帯等に対し税法上必要な配慮が困難となることなどの問題点
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が予測される （参考資料３「課税方式の特徴」参照）。

③ 課税自主権の活用方法

これらを基本として「森林環境に関する新たな課税」の制度設計を行う場合、ま

、 。ず法定外税とするか 既存税目を活用した超過課税とするかを検討する必要がある

現在、県税の既存税目として、地域社会の費用を住民がその能力に応じつつ広く

負担する趣旨で「県民税」があり、その中でも「均等割」においては、所得の額の

如何に関わらず、非課税に該当するものを除き、下記のとおり基本的に均等の額に

よる税の負担を求めている。

（参考）現行の県民税均等割の税率
・個人 年額 １千円
・法人 資本等の金額が５０億円を超える法人（公共法人等を除く） 年額 ８００千円

〃 １０億円を超え５０億円以下の法人（ 〃 ） 年額 ５４０千円
〃 １億円を超え１０億円以下の法人（ 〃 ） 年額 １３０千円
〃 １０百万円を超え １億円以下の法人（ 〃 ） 年額 ５０千円

上記の法人以外の法人等 年額 ２０千円

このような県民税の趣旨からすれば 「森林環境に関する新たな課税」の導入に当、

、 、たっては 新たな森林環境の保全を図るための費用も地域社会の費用の一部として

県民税均等割において、税率を一定額上乗せする超過課税方式によることが可能で

あり、またこの方式は新たに法定外税を創設するよりも、従来からの納税方法によ

ることが出来るため、県民の手続き負担の面からも、行政コストの面からも優れて

いる。

なお、県民税の超過課税方式による場合、その税収は使途を制限されない一般財

源となるため、この超過課税分についてはその目的を明確にした上で、基金の設置

等により区分経理を行う必要がある。

既に成立している他県の状況を見ると、現在森林環境を保全するための新たな税

制度が導入済みである高知県及び岡山県、並びにこれを導入するための条例が制定

済みである鳥取県及び鹿児島県（以下 「先進四県」という ）において、いずれも、 。

既存の県民税の均等割における超過課税方式が採用されている （参考資料３「既に。

成立している県の課税方式等」参照）

（３） 具体的課税方式等

① 具体的課税方式

以上の考え方に基づき 「森林環境に関する新たな課税」の導入に当たっては、多、

様な公益的機能を有する森林を幅広い県民の負担により、県民全体の環境資源とし

て保全するとの考え方を基本とし、既存の県民税均等割の超過課税方式によること

が適当であると考える。

② 税率

ア 個人県民税均等割の税率
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個人県民税均等割の標準税率は、現行、年額１，０００円とされている。

先進四県において、概ね超過税率は５００円とされており、特に林野率が全国

（ ） 。一高い高知県 本県は全国第６位 においても５００円の負担水準となっている

一方、県が実施したアンケート調査によると、どれくらいの負担額が良いかの

、 ， ． 、 ．問いに対し 年間１ ０００円程度が最も多く３３ ５％ 次に５００円が２５

９％、３００円が１６．０％となっている。

しかしながら、年間１，０００円程度とした場合、４割を超える方々にとって

許容範囲を上回る負担水準になることから、本県においても５００円とすること

を基本とすべきである。

、 、 、また 年間に５００円の負担水準であれば 月額にして約４０円の負担であり

厳しい経済状況の中にあっても、県民生活上、過大な負担水準にはならないと考

えられる。

（参考 「森林環境に関する新たな課税」に関するアンケート調査結果）

問５ 森林を守るために、あなたは一年間にどれくらいの金額を負担しても良いと思われますか。
（一つを選んで下さい ）。

回答数（ 構 成 比 ）
１ ３００円 ２７８（ １６．０％） 小計
２ ５００円 ４４９（ ２５．９％） ４１．９％
３ １，０００円程度 ５８０（ ３３．５％）
４ ２，０００円程度 ９２（ ５．３％）
５ わからない ２２７（ １３．１％）
６ その他 ７３（ ４．２％）

無回答 ３４（ ２．０％）
計 １７３３（１００．０％ ）,

イ 法人県民税均等割の税率

法人県民税均等割の標準税率は、法人の資本等の金額に応じて５段階に区分さ

れ、年額２０千円から８００千円とされている。

法人に係る税率について、個人、法人の区分に関わらず、等しい負担水準とす

る考え方があり、先進四県の中にも、この考え方を採っている県がある。

しかしながら、個人、法人とも同一の税率とすることについては、前述のとお

り、現行の県民税均等割の仕組み及び負担水準がそもそも個人と法人の間で異な

、 。 、っていることから 幅広い県民理解を得ることは困難であると考えられる また

現行の法人県民税均等割の標準税率についても、法人にはそれぞれ担税力におい

て大きな差があること等から、その資本等の金額に応じて段階的に定められてい

るため、この仕組みを基本として、零細企業等の負担水準に配慮しながら設定す

ることが適当である。

具体的な水準としては、資本等の金額が１０百万円以下の最も小規模な法人等

の負担を、個人に係る年額５００円の負担水準以上としつつ、その大部分が零細

企業等であることに配慮し、１，０００円（標準税率２０千円の５％相当額）程

度とすることが考えられる。
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これを基本として、法人の負担をそれぞれの区分に応じた標準税率の５％相当

額とすると、税額は資本等の金額に応じ年１，０００円～４０，０００円となる

が、この負担水準であれば、厳しい経済状況の中にあっても、事業経営上、過大

な負担水準にはならないと考えられる。

なお、個人、法人とも、この負担水準は先進四県と概ね同程度となっており、こ

れを基に税収規模を試算すると年３億円程度が見込まれる。

③ 低所得者等への配慮

「森林環境に関する新たな課税」については、森林を県民全体の環境資源として

保全するための費用を、幅広く県民全体により分かち合うという考え方から、県民

、 、税均等割の超過課税方式によることを適当としたが その税負担の水準についても

前述のとおり、過大な負担とならないよう慎重に検討を行ったところである。

また、県民税均等割の超過課税方式においては、

ア 生活保護法による生活扶助を受けている方

イ 障害者 未成年者 老年者 寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が 一定額 平、 、 、 、 （

成１６年度現在１２５万円）以下の方

ウ 前年の合計所得金額が市町村の条例で定める金額以下の方

について、非課税措置が講じられているところであり、低所得者等に対し配慮され

たものとなっている。

（４） 税収による実施事業

① 実施事業の考え方

実施事業については、森林環境の保全という新税の導入目的に沿った効果的な事

業であると同時に、幅広い県民からこの導入について理解が得られるよう、本県の

森林の特徴や歴史的遺産にも配慮した特色あるものを重点的に実施すべきである。

特に奈良県においては、先に述べたように県土面積の８割近くが森林である一方

で、県民の大部分が平野部において生活を営んでいる。

したがって、税収の使途については、山村地域の人工林等を対象とした森林環境

保全事業とともに、平野部あるいはその周辺における里山林等身近な森林の保全な

ど、平野部の県民が新税導入による負担だけでなく受益についても実感できるよう

な事業を実施することが適当であると考える。

なお 「森林環境に関する新たな課税」による税収については、既存事業継続のた、

めの財源とすることなく、既存事業についても十分見直しを行った上で、森林保全

を目的とした新規事業の実施又は既存事業の制度の拡充に充てることを基本とすべ

きである。

② 実施事業例

実施事業例としては、次のような事業が考えられる。

ア 自然との共生をめざして
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・森林との多様な交流の推進

里山林機能回復整備事業

（概要） 都市近郊や集落周辺の手入れがされずに荒廃した里山について、Ｎ

ＰＯやボランティア団体等の協力を得ながら、生物多様性や地域景観
を回復するための整備を行う。

・森林環境教育等の推進
森林環境教育推進事業

（概要） 小・中学校の教員や森林ボランティア、一般県民を対象に、森林環

境教育の指導者養成研修を行うとともに、ここで養成した指導者等を
活用し、小・中学生等を対象にした森林環境教育や森林・林業につい

ての体験学習を行う。

イ 森林の多面的な機能発揮をめざして

・森林を守るための普及啓発
奈良の元気な森林づくり推進事業

（概要） 放置森林を調査し、不在村者をはじめとした森林所有者に対し、森林

の整備等において活用できる制度の紹介や、森林の担っている多様な公
益的機能についての普及啓発を行い、森林所有者自らによる森林の整備

を推進する。

・森林を守るための公的関与

森林環境保全緊急間伐事業

（概要） 放置森林について、その森林所有者と県が整備協定を締結し、公的関
与による強度な間伐を緊急に実施することにより、山地災害の防止をは

じめ森林の環境面での機能増進等を図る。
なお、事業実施に当たっては、幅広い公益的機能の維持・増進の観点

から、県内の国立公園、国定公園、県立自然公園のほか、本年７月に世

界文化遺産に登録された「紀伊山地の霊場と参詣道」や自然歩道のバッ
ファゾーンなどの森林について効率的な整備を行う。

（参考 「森林環境に関する新たな課税」に関するアンケート調査結果）

「 」 、 。（ ）問６ 森林環境に関する新たな課税 による税の使いみちは 何がよいと思われますか 複数回答可
（ ）回答数 選 択 率

（ 、 ） （ ． ）１ 県民が森林に親しむための事業 里山の整備 都市住民と山村住民の交流等 ７３２ ４２ ２％
（ 、 ） （ ． ）２ 県民の森林保全意識を高めるための事業 シンポジウム 森林環境体験学習等 ４４４ ２５ ６％

３ 木材の活用と林業等への理解を図るための事業
（ 、 ） （ ． ）県産材の利用促進 廃材のエネルギー資源としての利活用等 ４９３ ２８ ４％

（ ） （ ． ）４ 森林所有者等が行う森林整備への支援事業 間伐作業の支援等 ５０６ ２９ ２％
（ ． ）５ 県・市町村による放置森林等の整備 ６３６ ３６ ７％
（ ． ）６ 放置森林所有者等への森林整備の働きかけを行う事業 ３０９ １７ ８％
（ ． ）７ その他 ７１ ４ １％

計 （延べ）３，１９１
（純計）１，７３３
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３ 結語

奈良県においては、先に述べたとおり、森林面積が県土面積の約８割を占め、またこ

こを中心に全国的にも有数の「吉野林業」により優良材が産出されると同時に、豊かな

森林環境が維持されてきた。

一方で近年、森林の荒廃が全国的な問題となっており、また環境に対する関心の高ま

りの中にあって 「森林環境に関する新たな課税」の導入とこれによる森林環境の保全に、

ついては、まさに森林県である本県が率先して検討すべき課題の一つであると考える。

当懇話会としては、このような基本認識の下、２年間に渡り９回に及ぶ審議を重ね、

その過程で、県民アンケート調査の結果や、各種意見交換会での意見についても念頭に

おきながら、慎重に検討を行った結果、新税導入による森林環境の保全は県民意識に沿

った本県の望ましい方向であり、その方式としては県民税均等割の超過課税方式による

ことが適当であるとの結論に至った次第である。

なお、本税導入後５年程度を目途に、森林を巡る様々な状況の変化や本税導入による

施策効果等を踏まえ、税制度に係る必要な見直しの検討を行うことが適当である。

終わりに、今後 「森林環境に関する新たな課税」が、幅広い県民各層、各界と各市町、

村の理解と協力の下に導入され、森林環境の保全に向けた意識の醸成と、その多様な公

益的機能の維持・増進に有効に機能するとともに、本県において、この豊かな森林が貴

重な県民全体の環境資源として、将来に向けて引き継がれていくことを期待するもので

ある。


